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学校等の再開に伴う放課後等デイサービスの対応について（その２） 

平素は、本市の障害福祉行政の推進にご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

標記の件については、「学校等の再開に伴う放課後等デイサービスの対応について」

（令和２年５月２７日付け事務連絡）のとおり示しておりましたが、新たに厚生労働

省より「「緊急事態措置を実施すべき区域の指定の解除に伴う放課後等デイサービス事

業所の対応について（その２）」に係るＱ＆Ａ」（令和２年６月３日付厚生労働省社

会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡）が通知されました。 

つきましては、本市における学校等再開後の放課後等デイサービスの取扱いについ

て下記のとおりとします。 

記 

１ 基本報酬について 

本市の取扱いについては、事業所を利用する児童が分散登校となっている児童や

通常登校する児童が混在する場合でも、全部が休業しているものとして６月末まで

は学校休業日単価を適用します。ただし、期間については今後の感染状況を踏ま

え、見直しを実施することがあります。 

７月サービス提供分以降については、分散登校が継続している児童の利用がある

事業所は学校休業日単価となりますが、その場合、学校等に通う児童の個々の状況

把握が困難なため、市に提出する請求書に別紙の「分散登校による学校休業日単価

申出書」を添付してください。 

２ 電話等による代替的な支援について 

電話等による代替的な支援は、「分散登校による学校休業日単価申出書」の該当期

間は継続しますので、引き続き、令和２年３月１９日付市事務連絡の支援内容の留

意点に注意していだだき支援をしてください。 

また、学校休業日単価の適用終了日以降は、医療的ケアを必要とする児童生徒等

や基礎疾患等がある児童生徒等、保護者から感染が不安で休ませたいと相談があっ

た場合、代替的な支援を継続することは可能ですが、その場合は、北・南部障害者

支援課に「臨時的な在宅でのサービス支援に係る届出書」及び報告書を改めて提出

してください。 

なお、学校休業日単価の適用終了日以降は、授業の終了後の単価となります。 

３ 新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な取扱いについて 

感染拡大防止に向けた取組や利用者の処遇について十分に配慮することを前提

に、定員を超過して児童を受け入れた場合や人員基準を満たさない場合でも減算を

適用しないなど柔軟な取扱いについては、当面、継続します。 

                             以 上    


